
○音更町空家活用定住促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、音更町空家等対策計画に基づき、空家を活用した住宅供給により、移住・

定住の促進及び地域の活性化を図るとともに、子育て世帯等の居住の安定を図るため、居住す

る目的で空家を購入する者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することに

ついて、音更町補助金等交付規則（平成１８年音更町規則第１２号。以下「規則」という。）

第２７条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）　空家　町内に存する建築物及びその敷地で、建築後使用したことがあり最近６か月間

以上使用していないもの又は町長が特に認めたものをいう。 

（２）　子育て世帯等　次のいずれかに該当するものをいう。 

ア　子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被扶養者に限る。）

を含む親子のみで構成される世帯 

イ　母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１６条第１項に規定する母子健康手帳の交

付を受けた妊婦（以下「妊婦」という。）、妊婦及び配偶者（婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）又は妊婦を含む親子（親が妊

婦である場合に限る。）のみで構成される世帯 

ウ　夫婦（配偶者を得てから５年以内で、いずれもが５０歳未満の夫婦に限る。）のみで構

成される世帯 

（３）　転入世帯　町外から転入する者のみで構成される世帯（夫婦のいずれか（単身の場合

はその者）が空家の売買契約締結の日前１年内に音更町民であった場合を除く。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）　自らが居住する目的で空家を購入し、又は購入した空家を除却して住宅の建替えを行

う者であること。ただし、当該空家の購入費に対して、この要綱による補助金以外の補助金

等の交付を受け、又は受けられる見込みのある者を除く。 

（２）　本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村（特別区を含む。以下

同じ。）における市町村税（国民健康保険税を除く。）を滞納していないこと。ただし、町

長が特に認めるときは、この限りでない。 

（３）　本人及びその者が属する世帯全員が、音更町暴力団の排除の推進に関する条例（平成

２５年音更町条例第１号）第２条第２号の暴力団員でないこと。 

（４）　入居後に町内会に加入すること。 

（５）　過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

２　前項の規定にかかわらず、空家を購入しようとする者が当該空家の所有者と１親等以内の

親族に当たる場合は補助の対象としない。 

（補助金交付申請） 

第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第６条第２項の

規定により補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただ

し、町の公簿等により必要事項を確認できる書類については、添付を省略することができる。 

（１）　住民票（世帯全員分）の写し 

（２）　町税納入状況等調査同意書（別記様式） 

（３）　現に居住している市町村の納税証明書 

（４）　空家の売買契約書の写し又は売買金額のわかる書類 

（５）　暴力団員でないことの誓約書 

（６）　町内会に加入する旨の誓約書 

（７）　１親等以内の親族間による売買でないことの誓約書 

（８）　その他町長が必要と認める書類 

２　前項の申請は、空家の売買契約の締結前又は締結後１年以内に行わなければならない。 

（補助金の額） 



第５条　補助金の額は、空家の売買金額に３分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、５０万円を上限とする。 

２　前項の規定のほか、申請者が次の各号に掲げる世帯に該当する場合は、それぞれ当該各号に

定める額を前項の額に加算するものとする。 

（１）　子育て世帯等　１０万円 

（２）　転入世帯　１０万円 

（交付決定等） 

第６条　町長は、第４条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適

否を決定するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、条件

を付すことができる。 

２　町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは規則第７条第３項に規定

する補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことを決定したときはその旨を理由を

付して、申請者に通知するものとする。 

３　前項の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金を

受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（入居） 

第７条　交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の３月３１日までに購入した空家（購

入した空家を除却し住宅を建替える場合にあっては建替え後の住宅及びその敷地。以下「対象

住宅」という。）に入居しなければならない。 

（実績報告） 

第８条　交付決定者は、対象住宅に入居したときは、速やかに規則第１５条第１項の規定により

補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。 

（１）　対象住宅の写真 

（２）　対象住宅の登記事項証明書の写し 

（３）　空家の売買に係る領収書の写し 

（４）　町内会費領収書の写しその他の町内会への加入が確認できる書類 

（５）　その他町長が必要と認めるもの 

（交付決定の取消し） 

第９条　町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決

定を取り消すことができるものとする。 

（１）　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２）　偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

（３）　対象住宅への入居が見込めないとき。 

（４）　この要綱の規定に違反したとき。 

（委任） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附　則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、同日以後に売買契約を締結する者について適用

する。 

附　則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この要綱の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施

行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 



　　附　則 

　この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

　　附　則 

　この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

 



別記様式（第 4 条関係） 
 

町税納入状況等調査同意書 
 

　　年　　月　　日 
 
音更町長　宛て 
 

 
申請者　住所 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（署名又は記名・押印） 

 
 
　音更町空家活用定住促進事業に係る補助金の交付申請に当たり、私及び私が属する世帯全員の町税の

納入状況、住民票記載事項及び戸籍記載事項に係る公簿資料について調査、照会及び閲覧をすることに

同意します。 
 
補助金を申請する者とその世帯に属する者（申請者以外） 

 

 
氏　　　　名 続柄 住　所 生年月日

 

 

 

 

 


